
参考資料１
「日本再興戦略」改訂２０１４より関係部分のみ抜粋

○「日本再興戦略」改訂２０１４ ―未来への挑戦―（平成 26年６月 24日閣議決定）

テーマ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現

テーマ４－① 世界に冠たる高品質な農林水産物・食品を生み出す豊かな農山漁村社会

（１）KPIの主な進捗状況

《KPI》「2020年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円（現状（2012年）約4500億円）と

する。」

⇒2013年：5505億円

（２）（略）

（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅰ）～ii）（略）

iii）輸出の促進等
今後、人口増加・市場拡大が見込まれる海外市場に果敢に打って出るため、

海外市場に合わせて国内の改革を進め、輸出環境を整備するとともに、海外
市場で選ばれる商品へと体制を整えることにより、まずは2020年に日本の農
林水産物・食品の輸出額１兆円を達成し、その実績を基に、新たに2030年に
輸出額５兆円の実現を目指す目標を掲げ、具体策を検討する。また、新たな
国内市場の開拓にも努める。

①輸出環境の整備
まず、輸出の弊害となりうる国内・海外の規制等を見直し、輸出先の求める

規格の認証体制を強化するとともに、我が国食産業の海外展開等によるコール
ドチェーンなどの以下の輸出環境の整備を図る。また、農林水産物・食品の輸
出に係る情報について、事業者が相談できるワンストップサービス化を図る。

・EU向けに水産物を輸出するための水産加工場のEU向けHACCP認定については、
厚生労働省と農林水産省は協力し、その認定を適正な水準で行うよう確保す
るとともに、90日の標準処理期間を定め、今後５年間で100件程度の認証が行
える体制整備を進め、申請を適切に処理する。また、養殖場等の登録申請に
ついて農林水産省は、都道府県と協力し、適切な進捗管理を行い、30日の標
準処理期間のうちに登録を行う。

・既存添加物（クチナシ色素、ベニコウジ色素、ベニバナ色素）として使用さ
れている食品添加物については、国産加工品には広く使用されているもの
の、欧米で使用が認められていない。加工食品の輸出を促進するため、農林
水産省は、厚生労働省の必要な協力を得て、事業者とともに、今年度中に優
先リストを確定させ、主要国でも使用が可能になるよう、来年度以降、事業
者によるデータ収集等を支援する。また、畜肉エキスが含まれる加工食品の



米国への輸出が可能となるよう、農林水産省は、国産の畜肉エキスが含まれ
る加工食品の米国への輸出に向けた課題の整理を行うとともに、その結果を
踏まえて輸出を希望する企業の意向調査を実施する。また、輸出を希望する
企業があった場合、来年度以降、関係省は必要な政府間協議を実施する。

・我が国農産物の食品としての安全性向上と食産業の競争力強化のため、国際
的に通用する規格の策定と我が国主導の国際規格づくりに取り組む。例え
ば、我が国農産物の生産工程管理については、国内で統一されていないこと
に加え、国際的な商流では受け入れられない場合がある。国内生産基盤の強
化とともに海外バイヤーに訴求力のあるものとするよう、今年度から関係者
の協議会を設け、輸出促進に向けたGAPの在り方の見直しを行う。また、法人
形態での農業参入が増加することを踏まえ、従業員教育の徹底やトイレの配
置、休憩所の確保等が適切に行われるよう取り組む。

・本年６月に策定したグローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、
産学官が連携し、有望市場であるアジアなどの新興国を中心に、経済協力
を戦略的に活用しつつ、我が国食産業の海外展開等によるコールドチェー
ン、流通販売網などの輸出環境の整備とマーケットイン型の輸出体制の構
築を推進する。また、先端技術を活用した生産・加工・流通システムの構
築により、地域企業等の農林水産物・食品の輸出促進を図る。

②ジャパン・ブランドの推進
現在、都道府県毎に行っている輸出振興を、ジャパン・ブランドの下に結

集し、ブランドを確立する。このため、品目別に輸出促進の司令塔・マーケ
ティングを行う団体を育成・支援することとし、来年度から、順次、牛肉、
茶、水産物などの分野において品目別輸出団体の設立を推進する。また、本
年６月に創設する「輸出戦略実行委員会」がオールジャパンの輸出戦略の全
体の司令塔として輸出促進に取り組む。
日本食材の輸出促進・食品企業の海外展開を図るため、ジャパン・ブラン

ドの統一やクールジャパン機構等による日本食の海外展開支援と併せ、和食
がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを踏まえ、戦略的に真の日本食な
ど日本食文化を広めるための司令塔として、官民合同のコンソーシアムを創
設し、郷土食や地域食材を含む日本食文化の魅力発信等による日本食のブラ
ンド化や、輸出促進・海外展開のための環境整備、日本食文化を普及する料
理人等の人材育成・日本食の海外出店支援等を推進していく。また、上記取
組の推進に当たっては、JETROによる国際展開支援や輸出振興に関する知見等
を活用し、連携して取り組む。

③輸出モデル地区・モデル品目等による成功事例の創出
HACCP認証、ハラール認証やGLOBALG.A.P.の取得などの輸出環境整備、卸

売市場の活用等に取り組む地域を輸出モデル地区として支援するとともに、
牛肉・茶・水産物等について先行して品目別輸出団体を整備することにより
成功事例の創出に努める。

④（略）

ⅳ）（略）


